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最近またマルクスの「ゴーダ綱領批判」中の「労働証書」に関する対馬忠行氏の論女が発表された。（
１）またとい

う意味は、氏が度々この問題に論及せられ、その点から、現在のソヴェト同盟に於ける社会主義は贋の社会主義で

はなくて、 ソヴェト国家は官僚独裁の国家であると極めつけて居られるからである。
（２） 今回も氏は、 社会主義

社会到来の経済的指標たる労働証書の出現がないソ同盟は、 社会主義国家にあらずと結論され、従前の議論の

むしかえしを行われただけである。 しかも、 此の間題についての正しい理解の基礎を輿えているｉ９５２年のスタ

ーリンの論交には、 氏は、 ほんの一べつを奥えられたにすぎず、 それも完全な誤謬乃至ナンセンスであるとの

評贋しかされないのである。 われわれは、 か｝る論拠からするソヴェト社会主義の否定に繍足することはでき

ない。 以下、われわれは、 氏の指摘された点をかえりみて、 われわれ自身の氏に対する批判を行うことにする。

　

先ず、氏の論旨をたどろう。 氏によれば「実際の社会主義社会 （共蓬主義の第一段階） への到来をものがた

る指標は……政治的にはプロレタリア独裁の解体化、 経済靴には分配における労働証書の出現である。」 ところ

が、今日のソ同盟に於ては、 プロレタリア独裁の解体化も行われていないし、 叉、 労働証書の出現もない。 ソ

同盟の人民は贋値法則から解放されていないから、 労働証書が出現せずに貨幣が存在し、 労賃として貨幣形態

で支払われているのである。 か る社会は、 マルクスの「ゴータ綱領批判」 に述べられている「共産主義の第

一段階 （社会主義社会）」 の規定とは似ても似つかぬものである。 のみならずソ同盟では、 スターリン時代にな

ってから、 故意に社会主義への努力を怠り、 官僚独裁を強化して、 マルクス・レーニン主義から逸脱している

のである、 と。

　

これが氏の論文の要旨であるが」 「プロレタリア独裁の解体化」 についての論議はさしひかえて、 われわれ

はこ〉では問題を 「労働証書」 のみに集中し、 スターリンとマルクスの鍍遮そのものを通じて、 両者のあいだ

にくいちがいがあるかないか、 叉、 あるとすれば、 マルクスの「ゴータ綱領批判」 がスターリンによって修正

されたのか、或は、 対馬氏の指摘するように、 スターリンの指導したソ同盟の社会主義は社会主義ではなくて

別のものなのかを検討することにしよう。

　

周知のごとくマルクスは「ゴータ綱領批判」の中で、 共産主義の第一段階について次のように規定している。

「生蓬手段の共有の上に建設された協同組合的社会の内部においては、 生産者は彼等の生産物を交換しない。
こ では、生産物に聴化された労「動はこの生産物の贋値としても、またそれらの有する物的性質としても現われ

ない。 というのは、 今や、 資本主義社会とは反対に、 個人的労働はもはや間接にではなくて、直接に総労働の

構成分として存在するからである。 ……こ で問題となるのは、それ自身の基礎の上に発展したものとしてで

はなくて、 反対に、 正に資本主義社会から生れるものとしての共産主義社会である。 従ってそれはあらゆる点

において、経済的に、 道徳的に、 精神的に、 それがその母胎から出で来るところの旧社会の母斑をまだ附着し
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ている。 それに礁じて個々の生産者は一雄除の後－彼が社会に輿えたところのものを正確に取り戻す。 彼が社

会に興えたところのものは、 彼の個人的労働量である。 例えば、 社会的労働日は個人的労働時間の総和より成

り、個々の生産者の個人的労働時間は、 社会的労働日のうちの彼によって給付された部分、 それにおける彼の

分前である。 彼は社会から、 これこれの労働を給付した、 という証書を受取り（協同基金のための彼の労働の

控除の後）、 そして、 この証書をもって消費手段の社会的貯蔵から、同量の労働量が値するだけのものを引き出

す。 彼が一つの形態において社会に奥えたと同じ労働量を、 彼は他の形態で販戻すのである。」（３）

　

こふでは、 対馬氏の云う通り、確かに、 マルクスは証書という言葉を使って居り、 労賃とも貨幣とも云って

いないｏ

　

ところが、 スターリンは資本主義的商品ではないとことわってはいるが、

　

ソ同盟には商品生産があり、 貨幣

もあることを確認している。 スリーリンは云う。

　

「わが国の商品生産は、 普通の商品生産ではなくて、 特殊の種類の商品生産であり、 資本家のいない商品生産

である。 それは……その貨幣経済とともに、 社会主義的生誕の発展と強化の事業に奉仕すべき運命をになうも

のである。」（４）然も、 それよりはるかに以前に、 「国民経済のすべての分野における社会主義的制度の完全な勝

利は今や事実」 であり、 「共産主義の第一段階もしくは最低の段階」 つまり 「社会主義が実現されている」 と

いっている。
（５）

　

この二つの叙述を比較すると、そこには単なる形式においては、 全く相反する二つの命題があるように思わ

れる。 即ち、 一方ではマルクスが「生産物に轄化された労働は、この生産物の鱈値としても、またそれらの有

する物的性質としても現われない」 といって、 商品生産が存在せず、慣値法則も、 もはやその力を失ってしま

うことを述べているが、 他方ではスターリンが、商品生産が存在し、従って償値法則も貨幣も存在するといっ

ているのである。 元来こ に現われている諸概念、即ち、 商品、商品生産、 個値法則、貨幣等は、個々別々の

ものではなくて、 実は一瞬の関係をもった、究極に於ては一つの問題となる諸概念である。 それは、 商品生産

のある所必ず債値法則があり、 従ってそこでは貨幣が必然的な存在であり、 商品生産を前提しながら＊貨幣を

消滅せしめようとすることは不可能だからである。
（６）

　

然らば、何故、 社会主義のソ同盟で商品生涯が存在し、 憤値法則が存在するのであるか。 それはスターリン

の１９５２年の論文のいくつかの箇所にわたって、 詳細に述べられているところの理由による。 今、 一言にして云

えば、 ソ同盟における生産手段の所有形態が二種類あるからである。 即ち、 何れも社会主義的所有であって、

資本主義社会の如き私有は存在しないが、 全人民的な所有即ち国有 （主として工業部門） と協同組合的コルホ

ーズ的所有（主として農業部門） との二つがあるからである。（７） かふる二つの差異ある所有形態に基ずいて、

その生産した生産物もまた、 国家企業とコルホーズ企業との間において交換される場合、 「商品による関係、

即ち売買を通じての交換以外には」 交換が困難である。（８） そこに商品生産と商品流通が行われる理由がある。

　

対馬氏は商品生産が存在し、 「慣値法則から決定的に解放されない社会主義は、 どんなに変化しょうが、修

正資本主義を出ずるものではない。」 といわれるが、スターリンがのべているとこにろの理由からして、 ソ同盟

には商品生涯が行われてはいるけれども、生産手段の資本主義的私有が存在せず、 生産は国家の経済計画によ

って行われるのであるから、 正に社会主義以外の何物でもない。 資本主義と社会主義との区別は、商品生産の・

社会であるかないかという点ではなく、生産手段が私有か、社会主義的所有かということにある。
（９） 国家企業

もコルホーズ企業も、 生産手段は決して私有ではなくて、社会主義的所有であるから、 ソ同盟は立派な社会主

義国家である。

　

こ でもう一度、 所有の問題について、 スターリンが 「反デュ←リング論」 からのエンゲルスの定式を引用

して、それを検討しているのをふりかえってみよう。
（１０）エンゲルスの定式は次の如くである。

　

「社会による生産手段の掌握とともに、商品生産は排除され、 それとともに、生産者に対する生産物の支配

も排除される。」

　

この定式についてスターリンは、「社会による生産手段の掌握」 というのは、 「すべての生産手段なのか、 そ

れとも一部の生産手段なのかという指示がこの定式にはない。 ……エンゲルスが念頭においているのは……国

内のすべての生産手段を収奪してこれを全人民の所有にうつすことができるような国々だ、」，としって、 「これ
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はもちろん正しい」 が、 ソ同盟ではすべての生産手段が全人民的所有になっていないから、 商品生産が排除さ

れないのだといっている。

　

このエンゲルスの定式について、 スターリンが述べていること 同様のことが、 マルクスの 「ゴータ綱領批

判」 の規定についてもいえるのではなかろぅか。 すなわち、「生産手段の共有の上に建設された協同組合的社会

の内部においては」 とマルクスはいっているが、これは 「社会のすべての生産手段が全人民的所有になったとこ

ろの協同組合的社会の内部においては」 という意味にとらなければならない。 そしてこ｝で、 特に「内部」 と

いっている点が重要な意味をもってくる。 そのような社会の内部であれば、債値法則も、商品流通も、貨幣経

済も、 「不必要な要素として消滅する（ｉｌ）」 ことは勿論である。 ところが、前にみたように、 ソヴェト社会に

はコルホーズ企業があり、 全ての生産手段を全人民の所有に移していない。 従ってコルホーズ企業と国家企業

との間の関係は、 マルクスのいう協同組合的社会の内部のことふは見なすことができないのである。 現在のソ

同盟における国家企業とコルホーズ企業との間の生産物の交換は、 内部の問題ではなく、外部の問題として存

在する。 従ってそこでは、 生産物の交換は商品流通として行われ、．贋値法則も貨幣も存在しなければならぬの

である。

　

しかし乍ら、 こふにおける商品、 慣値法則、貨幣は資本主義社会に於けるそれらと同じものではない。 この商

品生産は資本家のいない商品生誕であり、 決して資本主義的生産に発展することができない商品生護である。

生産は、国家企業においてもコルホーズ企業においても、 所有の形態は異るが、 何れも国家の経済計画に従っ

て遂行されるから、 贋値法則もまた生蓬を規制する力を持たない。 「贋値法則の作用する範囲はげんみっに制

限せられ、 枠にはめられている。」（
１２）それは制限された範囲のみに作用を及ぼし、 かえって社会主義生産の発

展のために利用されている。 だから、 対馬氏がソ同盟の人民が贋値法則から解放せられていないといわれるの

は誤りである。 反対にそこでは法則が人間を規制せず、 人間が積極的に法則を利用している。 従って、 そこに

おける貨幣もまた、 資本主義社会の貨幣と同じ性質のものではあり得ない。 このような意味において、これら

はいわゆる変容された商品、 変容された貨幣であるといっても誤りではない。

　

この、 まだすべての生産手段が全人民的所有になっていない社会で、

　

コルホーズ企業と国家企業との間に商

品流通が行われるということは、 全生産手段が全人民的所有になった社会が資本家的社会との間に外国貿易を

する場合に、 生産物の交換が社会主義社会の内部の問題ではなくタ卜部の問題となり、生漆物が本質的にも形式

的にも商品として現実に販売されるという関係に似ている。 だがコルホ←ズ企業と国家企業との間の生産物の

交換の場合には、 変容された商品として流通するのだが、 この外国貿易の場合には全く商品となるのであって

その相異点を明白にしておかなければならぬ。 かふる外国貿易の場合には、 両当事国間の生産及び取引関係を

規制する共通の経済計画がないから、 債値法則が資本主義社会におけると同様な力をもって、 この商品流通を

規制しなければならないのである。

　

そこで問題を整理すると次のようになる。 マルクスの命題も決して間違っていない。 「ゴータ綱領批判」 中

の共産主義の第一段階の規定は、全生産手段が全人民的所有になった社会の内部のことである。 その場合は当

然、 商品生産及び貨幣経済はなくなり、 各人は「労働証書」 によって消費手段の社会的貯蔵から同量の労働量

が値するだけのものを引き出す。

　

スターリンの命題は現在のソ同盟に於ける社会主義について述べたもので、 そこでは二つの所有＝生産形態

が存在するために商品生産及び貨幣経済が必要であるが、 漸次、 高度の共産主義に移行するにつれてそれらは

消滅するであらうというのであって、 これも決して間違っていない。 そして今まで見た所により、 これら二つ

の命題は各々所有；生産の段階が異った場合について述べられたものであるから、 決して相反する見解ではな

いことも明らかになった。 対馬氏がいわれる如く、 スターリンがマルクスを修正したのでもなく、 マルクス・

レーニン主義からスタ←リンが逸脱したのでもないのである。

そこでわれわれは、生産関係という観点においては、 ソ同盟の所有＝生蓬形態は、 同じく共産主義の第一段

階であっても、 マルクスが「ゴ←タ綱領批判」 において述べたものよりも低度の段階にあるということを結論

する。 他方また、生産力の観点においては、 ソ同盟では共産主義の第二段階への移行の問題が日程に上って来
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ている段階にあることを、 スターリンの論文によって知ることが出来るから、商品生産、償値法則及び貨幣経

済は、 第二段階への発展につれて早晩消滅するであらうということを推論する。 それが第一段階中においてそ

うなるか、或はまた、第二段階に至つてはじめて梢減ずるかは、 今後のソ同盟の建設の実践によって明らかに

なる。 少なくともスターリンは共産主義への移行を準備するために実現すべき三つの基本儀件の中に、 コルホ

ーズ的所有を全人民的な所有にたかめ、 商品流通を生産物交換の制度にかえて行くことをかぞえている。 「こ

れらすべての予備的藤件をすべて遂行してのち、 はじめて『各人は能力に懲じて、各人には労働に瞳じて』 と

いう社会主義的定式から、 『各人は能力に瞳じて、 各人には欲望に感じて』 という共産主義的定式に移ること

ができるであろう。（
１３）」だから貨幣の消滅ということは、共産主義の第二段階への予備的儀件の一つであって、

必ずしも、 社会主義社会の経済的指標であるということはできないのである。

以上考察した所により、 対馬氏がいわれるように、第一段階に到達したとき、 直ちに貨幣が廃止されるとい

うわけのものでもなく、 また、 貨幣が存在する限り第一段階に到達していないのだということもできないので

ある。 第一段階というものを、そのように固定的に考えることが誤りであり、 れわわれは一つの段階も、副次

的段階を経て順次発展する生きた社会として理解しなければならぬであろう。

　

　　

　

１） 経済評論

　

昭和２９年３月号

　

「蔵会主義における『労働証書』 の意義」
２） 同氏の「スターリン主義批判」 アテネ文庫

　

昭和２５年

３） マルクス 「ゴータ綱領批判」西雅雄訳、岩波文庫版、２６頁
４） スターリン「ソ同盟における厳会主義の経済的諸問題」 青木女庫版、３１頁
５） スターリン「ソ同盟憲法草案に関する演説」（１９３６年）虞理般版、２９０及び２９８頁

６） マルクス 「資本論」 第一巻、 長谷部丈雄訳、青木文庫版、第一分冊、２０６頁

７） この厳会主義耐会に価値法則が存在する理由を、 堀江邑一氏は、 ７年前の論文では、厳会主義蔵会にお

　　

ける分配のノ定式、即ち「各人には労働に応じて」 ということから、 個人的配分を「直接に労働時間の単位

　

でこれを計算することはできない。 そこに間接に労働の生産物が商品として登場し、 ソヴェト商業と貨幣

　

が利用せらること｝なるのである。」（「厳会主義流会の経済法則について」 「世界」昭羽１２２年８月号） とせ

　

られているが、 これでは 「各人には欲望に応じて」 という共産主義の悌二段階に至るまで、 決して価値法

　

則が消滅しないことになり、 結局、堀江氏の見解からすれば、「ゴータ綱領批判」 の修正とならざるを得な

　

い。 同論女の少し後の方に、 スタ←リンは

　

「貨幣及び商業が長く共産主義の第一段階を完了するまで存続

　

することを屡々強調し」 とあるが、 ー９５２年のスターリ ンの論文からは、 か る強調を発見することができ

　

ない。 スターリン論文が書かれて、 厳会主義厳会に価値法則が存在する理由が明らかになった今日では、

　

氏の見解の方が修正せられなければならない。
８） 今日のソ同盟において、 生産物が全部商品として交換されるわけではなく、 第一に園家企業で生産され

　

た 「生産手段はどんな購買者にも販費されない」（スターリン、前掲論文、６９頁） し、 第二にコルホーズ企

　

業の一部の農業生産物がオタヴァドリヴァニエ（商品代償契約） の形で交換され、 生産物交換の萌芽をな

　

している。 （スターリン、 前掲論文、１１５頁）

９） この点に関しては、 鈴木武雄氏が、 都留重人氏の論文について 「『厳会主義を資本主義から区別するもの

　

は商品生産の紐会であるかないかという点ではなく、 生産手段が公有か私有かという点に帰する。』 という

　

のは正しくないであろう。 敵会主義を資本主義から理論的に区別するものは、 矢張り商品生産の耐会であ

　　

るかないかという点でなければならず、 また生産手段が公有か私有かという点は、 商品生産の就会である

　

かないかという点と対立する指標ではな′く、理論的には同じことでなければならない筈である。」 （鈴木武

　

雄氏、 「価値法則と魅会主義紐会」「世界」昭和２２年２月号、 及び都留重人氏、 「経済学の新しい課題」「世

　

界」昭和２１年１１月号） といわれているのは正しくない。 スターリンは 「商品生産を資本主義生産と同一蔵

　　

してはならない。」 （前掲論文２８頁） といっているが、 鈴木氏の見解は、それらを同一滅するものである。

　

叉、都留氏が「生産手段が公有か私有かという点に帰する」 といわれたのも正確ではない。 正確には、 図

　

有と協同組合的コルホ←ズ的所有とを含めての厳会主義的所有か、 私有かという点に、 それらの区別を求

　　

めねばなならないであろう。

１０） 前掲論文、２４頁

１１） 前掲スターリン論文、３１頁

１２） 前掲スターリン論文、３６頁

１３） 前掲スタ←リ ン論丈、８７頁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１９５４．４．１，）

－

　

８１

　

－


